
政
令
第
三
百
四
十
七
号

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
別
表
第
二
第
九
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
号
の
二
中
「
含
有
す
る
製
剤
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
一
水
素
二
弗
化
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
四
％
以
下
を
含

ふ
つ

有
す
る
も
の
を
除
く
。
」
を
加
え
、
同
項
第
二
十
八
号
の
十
二
本
文
中
「
イ
リ
デ
ン
シ
ア
ナ
ミ
ド
」
の
下
に
「
（
別
名
チ
ア
ク

ロ
プ
リ
ド
）
」
を
加
え
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
一
・
五
％
」
を
「
三
％
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添１



厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
物
及
び
劇
物
取

締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

イ
リ
デ
ン
シ
ア
ナ
ミ
ド
」
の
下
に
「
（
別
名
チ
ア
ク
ロ
プ
リ
ド
）
」
を
加
え

別
表
第
一
劇
物
の
項
第
十
一
号
の
六
本
文
中
「

、
同
号
た
だ
し
書
中
「
一
・
五
％
」
を
「
三
％
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添２


